
富里市家畜防疫事業補助金交付要綱 

 

（平成１９年３月３０日告示第１０１号） 

 

改正  平成２２年１月２６日告示第１１号  平成２２年５月１３日告示第８２号 

    平成２５年３月２５日告示第５３号  平成２８年３月３１日告示第６５号 

    平成３１年３月２９日告示第９２号  令和２年１０月１日告示第１３２号 

    令和４年３月１８日告示第３４号  令和５年３月１４日告示第３０号 

 

（目的） 

第１条 この要綱は、畜産物の安定供給と畜産経営の安定化のため、家畜疾

病の予防と畜産環境衛生の向上を推進し、もって畜産振興に資することを

目的とする。 

（補助対象者） 

第２条 補助の対象者は、富里市家畜防疫協会（以下「協会」という。）と

する。 

（交付） 

第３条 協会が行う事業に対し、富里市補助金等交付規則（平成１９年規則

第１０号。以下「規則」という。）及びこの要綱に基づき、予算の範囲内

において補助金を交付する。 

（補助対象経費、補助金額等） 

第４条 補助の対象となる経費及び補助率等は、別表のとおりとする。 

（交付申請） 

第５条 協会は、規則第５条の規定により補助金の交付の申請をしようとす

るときは、４月末日までに、補助金等交付申請書に次に掲げる書類を添え

て市長に提出しなければならない。ただし、家畜伝染病予防法（昭和２６

年法律第１６６号）第２条に規定される家畜伝染病が国内で発生し、まん

延防止のための緊急対策にあっては、事業着手前までに、補助金の交付の

申請をするものとする。 

 （１） 事業計画書 

 （２） 収支予算書 

 （３） 前年度決算書 

（交付の決定） 

第６条 市長は、前条に規定する交付申請があった場合は、速やかに内容を

審査し、適正と認めたときは、規則第８条の規定により協会に通知するも



のとする。 

（実績報告） 

第７条 協会は、補助事業が完了したときは、規則第１５条の規定により事

業完了の日から３０日以内又は当該年度の３月３１日のいずれか早い日

までに市長に補助事業等実績報告書を提出しなければならない。 

（交付額の確定） 

第８条 市長は、前条に規定する実績報告があった場合、速やかに内容を審

査し、適当と認めたときは、規則第１６条の規定により協会に通知するも

のとする。 

（交付の請求） 

第９条 協会は、規則第１８条の規定により補助金の交付を請求しようとす

るときは、補助金等交付請求書を市長に提出しなければならない。 

（概算払の請求） 

第１０条 協会は、規則第１９条の規定により補助金を概算払又は前金払によ

り交付を受けようとするときは、補助金等概算払（前金払）等交付請求書

を市長に提出しなければならい。 

（補則） 

第１１条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。 

附 則 

 （施行期日） 

１ この告示は、平成１９年４月１日から施行する。 

 （失効） 

２ この告示は、令和８年３月３１日限り、その効力を失う。 

附 則（平成２２年１月２６日告示第１１号） 

 この告示は、平成２２年４月１日から施行する。 

附 則（平成２２年５月１３日告示第８２号） 

 この告示は、公示の日から施行し、この告示による改正後の富里市家畜防

疫事業補助金交付要綱は平成２２年４月１日から適用する。 

   附 則（平成２５年３月２５日告示第５３号） 

 この告示は、平成２５年４月１日から施行する。 

   附 則（平成２８年３月３１日告示第６５号） 

 この告示は、平成２８年４月１日から施行する。 

附 則（平成３１年３月２９日告示第９２号） 

この告示は、公示の日から施行する。 

附 則（令和２年１０月１日告示第１３２号） 



この告示は、公示の日から施行する。 

附 則（令和４年３月１８日告示第３４号） 

この告示は、公示の日から施行する。 

附 則（令和５年３月１４日告示第３０号） 

この告示は、公示の日から施行する。ただし、第３４条の規定は、令和５年

４月１日から施行する。 

別表（第４条関係） 

区  分 補助対象経費 補助率及び補助金額 

家畜予防衛生対策 

家畜の疾病予防及び衛

生環境改善に係る薬剤

共同購入事業の総事業

費 

事業費の３分の１以内 豚オーエスキー病対策 

豚オーエスキー病対策

事業における抗体検査

料金及び予防接種負担

金 

牛結核、ブルセラ症及び

ヨーネ病検査 

家畜伝染病予防法第５

条に基づく牛結核、ブ

ルセラ症及びヨーネ病

検査における検査料金 

家畜伝染病緊急対策 
家畜の伝染病予防に係

る薬剤購入の総事業費 
事業費の２分の１以内 

 


